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令和５年度越前市財政健全化判断比率及び資金不足比率審査意見の提出について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、審査に

付された令和５年度越前市財政健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事

項を記載した書類を審査したので、次のとおりその意見を提出します。 
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第１ 審査の対象 

対象会計は、一般会計及び公営事業会計6会計、あわせて7会計である。本年度決算に基づく、

財政健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類を審

査した。 

なお、財政健全化判断比率及び資金不足比率の対象会計は、下表のとおりである。 

財政健全化判断比率等の対象会計 

一 般 会 計      

公

営

事

業

会

計 

普通会計以外

の特別会計の

うち公営企業

に係る特別会

計以外の会計 

国民健康保険特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計

公
営
企
業
会
計 

地方公営企業

法を適用する

事業 

水 道 事 業 会 計

工業用水道事業会計

下 水 道 事 業 会 計

一 部 事 務 組 合      

第三セクター等      

第２ 審査の期間

令和6年 7月29日から令和6年 8月15日まで 

第３ 審査の方法 

市長から提出された財政健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率

及び将来負担比率）及び各公営企業会計の資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を

記載した書類について、関係法令の規定に沿って適正に作成されているかに主眼を置き、証拠書

類との照合を行うとともに、関係職員から説明を聴取する等の方法により審査を実施した。 

第４ 審査の結果 

審査に付された本年度決算に基づく財政健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率及び将来負担比率）及び各公営企業会計の資金不足比率並びにそれらの算定の基

礎となる事項を記載した書類は、いずれも関係諸帳簿と符合しているものと認められた。 

なお、審査意見及び財政健全化判断比率等の分析は、次のとおりである。 

実
質
赤
字
比
率 

連
結
実
質
赤
字
比
率 

実
質
公
債
費
比
率 

将
来
負
担
比
率 

資
金
不
足
比
率 
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１ 審査意見 

本年度決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足比率は、健全化計画等の策定が義務づけ

られる早期健全化基準・経営健全化基準を下回っていた。 

まず、｢実質公債費比率」は、前年度比ほぼ横ばいの10.2％となった。 

次に、｢将来負担比率｣については、充当可能財源等の減による分子の増に対して、標準財政規

模の増による分母の増が下回ったことにより 7.6 ポイント悪化し、128.2％となった。令和 4 年

度県内9市比較では、最も高くなっている。 

今回求められた比率が国の早期健全化基準・経営健全化基準以下であると楽観視せず、今後と

も中長期的視点に立った財政運営に努められたい。 

２ 財政健全化判断比率等の分析 

財政健全化判断比率等の推移  (単位：％)

健 全 化 判 断 比 率 令和3年度 令和4年度 令和5年度 
早期健全化

基   準 

財政再生

基   準 

実 質 赤 字 比 率 － － － 12.40 20.00

連 結 実 質 赤 字 比 率 － － － 17.40 30.00

実 質 公 債 費 比 率 10.2 10.1 10.2 25.0 35.0

将 来 負 担 比 率 118.1 120.6 128.2 350.0 －

資 金 不 足 比 率 令和3年度 令和4年度 令和5年度 経営健全化基準 

水 道 事 業 会 計 － － －

20.0 工 業 用 水 道 事 業 会 計 － － －

下 水 道 事 業 会 計 － － －

※ 早期健全化基準及び経営健全化基準以上となった場合は、財政（経営）健全化計画の策定と外部監査

の要求が義務付けられる。また、財政再生基準以上となった場合は、財政再生計画の策定と外部監査

の要求の義務付けのほかに起債が許可制となる。 
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（１）財政健全化判断比率 

ア 実質赤字比率について 

実質赤字比率は、普通会計の赤字の深刻度を表す指標で、普通会計を対象とした実質赤字額

の標準財政規模に対する比率である。

実質赤字比率    ＝ 
一般会計等の実質赤字額  

標準財政規模 

審査にあたっては、実質収支額が正確に計上されているか、また、翌年度に繰り越すべき財

源が正確に計上されているかを主眼として実施した。 

この比率が対象となる会計は、一般会計である。 

本年度一般会計実質収支額の算出は、歳入総額414億1,643万円から歳出総額404億4,143

万円差し引いた歳入歳出差引額9億7,501万円に対して、翌年度に繰り越すべき財源4,170万

円をさらに差し引いたもので、9億 3,331 万円の黒字となり、実質赤字額は発生していない。

そのため、実質赤字比率は「該当なし」となった。 

なお、普通会計の実質収支額の状況は、第1表のとおりである。また、標準財政規模の算出

内訳は、第2表のとおりである。 

第1表  普通会計における実質収支額                   (単位：千円)

区分              年度 令和5年度 令和4年度 増減額 

一 般 会 計 933,311 1,116,690 △183,379

第2表  標準財政規模の算出内訳                       (単位：千円) 

区分              年度 令和5年度 令和4年度 増減額 

標 準 税 収 入 額 等 15,939,306 15,548,876 390,430

普 通 交 付 税 額 4,906,367 4,573,999 332,368

臨時財政対策債発行可能額 204,828 452,783 △247,955

合計（標準財政規模の額） 21,050,501 20,575,658 474,843

イ 連結実質赤字比率について 

連結実質赤字比率は、地方公共団体全体としての赤字の深刻度を表す指標で、普通会計、特

別会計及び公営企業会計の全会計を対象とした連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率

である。 

連結実質赤字比率  ＝ 
連結実質赤字額  

標準財政規模 

審査にあたっては、普通会計等の実質収支額及び公営事業会計の資金不足・剰余額が正確

に計上されているかを主眼として実施した。 

本年度の連結実質収支額は、41億4,706万円の黒字となっており、連結実質赤字額は発生し
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ていない。そのため、連結実質赤字比率は、「該当なし」となった。 

なお、全会計の連結実質収支額及び資金不足・剰余額は、第3表のとおりである。 

第3表  全会計における連結実質収支額及び資金不足・剰余額         (単位：千円)

区分                 年度 令和5年度 令和4年度 増減額 

 一 般 会 計   (A) 933,311 1,116,690 △183,379 

公 

営 

事 

業 

会 

計 

  国民健康保険特別会計 94,813 82,832 11,981 

  介 護 保 険 特 別 会 計 138,084 170,783 △32,699 

  後期高齢者医療特別会計 2,038 1,639 399 

  小 計 (B) 234,935 255,254 △20,319 

公
営
企
業
会
計

水 道 事 業 会 計 2,145,472 2,343,982 △198,510

工 業 用 水 道 事 業 会 計 137,467 51,676 85,791 

下 水 道 事 業 会 計 695,877 778,137 △82,260 

小 計 ( 法 適 用 )  (C) 2,978,816 3,173,795 △194,979 

合 計 ( A + B + C ) 4,147,062 4,545,739 △398,677 

ウ 実質公債費比率について 

実質公債費比率は、実質的な公債費が財政に及ぼす負担を表す指標で、3 か年の平均値で示

される。この指標が高くなるほど公債費のウエイトが大きくなり、財政の弾力性が低下するこ

とになる。 

実質公債費比率 

(地方債の元利償還金＋準元利償還金)－

＝ (特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 

標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

審査にあたっては、準元利償還金、地方債償還額に充当した都市計画税充当可能額等の特

定財源、基準財政需要額に算入された公債費等が正確に計上されているかを主眼として実施

した。 

本年度の実質公債費比率（3か年平均）は10.2％で、前年度比0.1ポイント増となった。こ

れは、標準財政規模の増等により単年度実質公債費比率は改善したものの、3か年の平均によ

り増えたものであるが、本指標の早期健全化基準25.0％を下回っている。 

なお、本市の行財政構造改革プログラムの目標値では15.0％以内となっている。 

実質公債費比率の算出内訳は、第4表のとおりである。 
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第 4 表  実質公債費比率の算出内訳               (単位：千円)

区分                 年度 令和 5 年度 令和 4 年度 増減額 

地 方 債 の 

元利償還金 
公 債 費 (A) 4,453,627 4,390,718 62,909 

 ① 公 営 企 業 繰 入 金 878,826 1,050,465 △171,639 

準 元 利 ② 一 部 事 務 組 合 負 担 金 409,339 329,325 80,014 

償 還 金 ③ 公債費に準ずる債務負担行為額 2,881 155,774 △152,893 

 小    計        (B) 1,291,046 1,535,564 △244,518 

特定財源

① 市 営 住 宅 使 用 料 30,920 33,706 △2,786 

② 都 市 計 画 税 充 当 可 能 額 443,592 519,588 △75,996 

③ 地域総合整備資金貸付金元金収入 69,998 69,998 0 

小    計         (C) 544,510 623,292 △78,782 

元 利 償 還 金 ・ 準 元 利 償 還 金 に 係 る
(D) 3,447,729 3,371,297 76,432 

基 準 財 政 需 要 額 算 入 額

標 準 財 政 規 模 (E) 21,050,501 20,575,658 474,843 

実 質 公 債 費 比 率 ( 単 年 度 )
(％) 10.0 11.2 △1.2 

〔{(A＋B)－(C＋D)｝／（E－D）〕×100

実 質 公 債 費 比 率 ( 3 か 年 平 均 ) (％) 10.2 10.1 0.1 

エ 将来負担比率について 

将来負担比率は、将来負担する可能性のある負債などの残高の程度を表す指標であ

る。

将来負担比率 ＝ 

将来負担額   － 充当可能財源等 

標準財政規模 －

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

審査にあたっては、債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等に対する繰入

見込額、退職手当負担見込額、都市計画税等充当可能特定財源、基準財政需要額算入見込

額が、それぞれ関係資料に基づき正確に算定及び計上されているかを主眼として実施し

た。 

本年度の将来負担比率は、128.2％で、将来負担額は減となったものの、充当可能財

源等の減による分子の増に対して、標準財政規模の増による分母の増が下回ったこと

により前年度比 7.6 ポイント悪化したが、本指標の早期健全化基準 350.0％を下回っ

ている。 

なお、本市の行財政構造改革プログラムの目標値では 150.0％以内となっている。 
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将来負担比率の算出内訳は、第 5表のとおりである。 

第 5表  将来負担比率の算出内訳                  (単位：千円) 

区分                年度 令和 5 年度 令和 4 年度 増減額 

将 

来 

負 

担 

額 

① 一 般 会 計 等 地 方 債 現 在 高 43,288,301 44,678,452 △1,390,151

② 債務負担行為に基づく支出予定額 3,161,835 2,675,563 486,272

③ 公 営 企 業 債 等 繰 入 見 込 額 17,159,109 17,207,160 △48,051

④ 一 部 事 務 組 合 等 負 担 見 込 額 6,429,181 6,365,285  63,896

⑤ 退 職 手 当 負 担 見 込 額 3,930,344 3,730,906 199,438

計 (A) 73,968,770 74,657,366 △688,596

充 
当 
可 
能 
財 
源 
等 

① 充当可能基金（財政調整基金等） 3,895,248 4,582,503 △687,255

② 充当可能特定収入額（都市計画税等） 7,207,412 7,694,554 △487,142

③ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 40,284,451 41,628,239 △1,343,788

計 (B) 51,387,111 53,905,296 △2,518,185

標 準 財 政 規 模 (C) 21,050,501 20,575,658 474,843

元利償還金・準元利償還金に係る
(D) 3,447,729 3,371,297 76,432

基 準 財 政 需 要 額 算 入 額

将 来 負 担 比 率
(％) 128.2 120.6 7.6

｛ ( A － B ) ／ ( C － D ) } × 1 0 0

※ 将来負担額の③公営企業債等繰入見込額の内訳は、水道事業 13 億 455 万円、工業用水

道事業 11 億 2,394 万円、下水道事業 147 億 3,062 万円 

※ 将来負担額の④一部事務組合等負担見込額の内訳は、南越消防組合 8億 825 万円、南

越清掃組合 56 億 2,093 万円 

（２）資金不足比率 

資金不足比率とは、公営企業会計ごとに算定した資金の不足額を、料金収入等の規

模で示される事業規模と比較して指標化したもので、それぞれの企業会計における経

営状況の深刻度を示すものである。この比率が高くなるほど、料金収入で資金不足を

解消するのが困難になり、公営企業として経営に課題があることになる。

資金不足比率 ＝ 
資金の不足額 

事業の規模 

※ 資金の不足額は、公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、流動負債の額

から流動資産の額を控除した額 

※ 事業の規模は、「営業収益の額－受託工事収益の額」により算出 

審査にあたっては、資金不足・剰余額及び事業の規模の額が正確に計上されている

かを主眼として実施した。 
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本年度の公営企業会計に係る資金不足比率については、法適用企業に係る水道事

業、工業用水道事業、下水道事業の3会計が資金剰余の状態で、資金不足額は生じて

いないことから「該当なし」となった。 

なお、経営健全化計画を作成しなければならないとする資金不足比率の経営健全化

基準は、20.0％である。 

各公営企業会計の資金剰余の内訳は、水道事業が16億293万円、工業用水道事業が

5,568万円、下水道事業が9億2,749万円である。 

資金不足比率の算出内訳は、第6表のとおりである。 

第 6表  資金不足比率の算出内訳                   (単位：千円・％)

会計

区分
水道事業会計 

工業用水道 

事 業 会 計 

下 水 道 

事業会計 

 流 動 負 債 の 額 (A) 573,310 53,807 3,188,298

流動負債の額 控除企業債等の額 (B) 164,167 27,341 1,586,126

 計 (C)＝(A－B) 409,144 26,466 1,602,172

流 動 資 産 の 額 (D) 2,554,617 163,933 2,298,049

資 金 の 不 足 額 (E)＝(C－D) △ 2,145,473 △ 137,467 △ 695,877

 営 業 収 益 の 額 (F) 1,611,289 55,685 927,491

事 業 規 模 受託工事収益の額 (G) 8,363 0 0

  計 (H)＝(F－G) 1,602,926 55,685 927,491

資 金 不 足 比 率 (E)／(H) － － －
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（３）参考資料 

令和 4年度決算県内自治体の健全化判断比率・資金不足比率の状況 (単位：％）

区 分 
実質赤字 

比  率 

連結実質 

赤字比率 

実質公債費

比   率 

将来負担 

比  率 

公 営 企 業 

資金不足比率 

福 井 市 － － 10.8 43.5 －

敦 賀 市 － － 4.3 － －

小 浜 市 － － 11.1 105.8 －

大 野 市 － － 6.9 15.7 －

勝 山 市 － － 8.8 43.1 －

鯖 江 市 － － 5.3 － －

あ わ ら 市 － － 7.0 28.0 －

越 前 市 － － 10.1 120.6 －

坂 井 市 － － 7.8 31.8 －

9  市  平  均 － － 8.0 43.2 －

全国市町村平均 － － 5.5 8.8 －

福 井 県 － － 11.8 149.1 －

全国都道府県平均 － － 10.1 154.2 －

基
準
値

①
財 政 再 生

基   準
20％以上 30％以上 35％以上 －

20％以上： 
経営健全化 
団体 

②
早期健全化
基   準

11.25～
15.00％以上 

16.25～
20.00％以上 

25％以上 350％以上 

③
起 債 許 可
基   準

2.50～
10.00％以上 

－ 18％以上 －
10％以上： 
起債許可事業 

※ 実質赤字額や連結実質赤字額がない場合は、「－」で表記 

※ 福井県内の平均値は単純平均値、全国の平均値は加重平均 


